
滋 医 福 第 1 9 5 6 号 
平 成 3 0 年 （ 2 0 1 8 年 ） 1 1 月 1 日 

 
各施設長  様 
各事業所長 様 

 
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課長  

（ 公 印 省 略 ）  
 

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて（通知） 
 
平素は、本県の医療福祉施策の推進に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 
 標記のことについて、厚生労働省各関係部局課長連名により別添のとおり通

知がありましたのでお知らせします。 
つきましては、当該通知の内容をご了知いただきますとともに、医療・介護

現場での事故を防止するため下記についてご留意いただきますよう併せてお願

いします。 
記 

 
１．製品切替えの概要 

 経腸栄養分野の小口径コネクタ製品について、相互接続防止コネクタの導

入を進めるため、国際規格に準拠した認証基準に改正予定 
 改正後順次、新規格製品が上市される見込み（2019 年 12 月以降） 
 既存規格製品の出荷は、2021 年 11 月末（規格改正日から３年６か月を経

過した月末予定）まで 
 
２．既存規格製品と新規格製品を接続するためのコネクタの使用等 

 新規格製品と既存規格製品が併存した場合、非嵌合が発生することから、

全ての医療機関、施設等においては、既存規格製品と新規格製品を接続す

るためのコネクタを備えるなど適切な医療等が行える体制を整えること 
 なお、同通知により、製造販売業者及び販売業者は、変換コネクタの提供

を行える体制を整えることとされている 
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